
グループホームあんり　ご利用料金表
① 訓練等給付費支給対象サービスに係る利用者負担額

利用者自己負担によるサービスについて

2025.4

項目

（※）
共同生活援助サービス費（Ⅰ）

（6：1）
入居定員が8人以上×95/100

（※）
共同生活援助サービス費（Ⅱ）

（体験利用）
入居定員が8人以上×95/100

（※）
人員配置体制加算

（※）
日中支援加算（Ⅱ）

（※）
入院時支援特別加算（月1回を限度）

（※）
夜間支援等体制加算（Ⅲ）

（※）
日中支援加算（Ⅰ）

区分6
区分5
区分4
区分3
区分2
区分1以下

1日につき　600単位
1日につき　456単位
1日につき　372単位
1日につき　297単位
1日につき　188単位
1日につき　171単位

区分6
区分5
区分4
区分3
区分2
区分1以下

日中支援対象利用者1人
日中支援対象利用者2人以上

指定共同生活事業所 1日につき　122単位

入院期間が3日以上7日未満
入院期間が7日以上

（※）
帰宅時支援加算（月1回を限度）

（※）
長期入院時支援特別加算

1日につき　39単位（※）
医療連携体制加算（Ⅶ）

1カ月につき　＋所定単位（※）×128／1,000福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

家賃

光熱水費

食材料費

預かり金管理費
買物、通院等燃料費

日用品費
日常品費

行政手続代行費
教養娯楽費

月額：26,400円、日割：880円
月額：16,500円、日割：550円

夏季7～8月・冬季11月～3月追加料金をいただきます。月額追加：1,800円、日割：60円
※共用分、居室分を含みます。※毎月定額をお支払いいただきますが、6ヶ月ごとに精算いたします。

1食につき　朝食：350円、昼食：450円、夕食：450円
※毎月提供回数分をお支払いいただきますが、6ヶ月ごとに精算します。

月額：500円
ガソリン価格×走行距離÷燃費

実費となります。※共用分で利用する物は事業所にて準備致します。
実費となります。

手続きにかかる費用等は実費となります。
実費となります。

1日につき　240単位（※）
新興感染症等施設療養加算（月5回を限度）

指定共同生活事業所 1日につき　40単位（※）
長期帰宅時支援加算

外泊期間が3日以上7日未満
外泊期間が7日以上

人員配置体制加算（Ⅰ）12：1 区分4以上
区分3以下
区分4以上
区分3以下

区分4、5、6
区分3以下
区分4、5、6
区分3以下

1日につき　83単位
1日につき　77単位
1日につき　33単位
1日につき　31単位

1日につき　10単位

1日につき　539単位
1日につき　270単位
1日につき　539単位
1日につき　270単位
1日につき　270単位
1日につき　135単位
1日につき　561単位
1日につき　1,122単位
1日につき　187単位
1日につき　374単位

人員配置体制加算（Ⅱ）12：1

日中支援対象利用者1人

日中支援対象利用者2人以上

1日につき　717単位
1日につき　569単位
1日につき　481単位
1日につき　410単位
1日につき　290単位
1日につき　273単位

単位数【1単位10円】
区市町村が定める利用者負担上限月額（サービスに要した総費用額の1割相当額が低い場合には、低い方の額）となります。

このほか、利用者の事情により必要となる嗜好品等は、その実費について利用者の負担になります。
※なお、サービス提供に要する額として、事業者が利用者に代わり区市町村から受領した訓練等給付費の額については、利用者に通知します。


